
JP 2012-128799 A 2012.7.5

(57)【要約】
【課題】将来の行動予測のための演算量を低減するとと
もに、その予測に際して交通参加者の増減に柔軟に対応
することを可能とした、行動予測結果に基づき自車両の
運転者に対して推奨運転操作を提示する車両用推奨運転
操作提示装置を提供する。
【解決手段】シンボル化実施部４０が、運転シーンを構
成する各情報をシンボル化して、自車両が置かれている
運転シーン全体を記述する。このため、例えば交通参加
者が増減しても、単にシンボル化される情報が増減する
だけであり、交通参加者の増減に柔軟に対応できる。ま
た、シンボル遷移予測部６０は、自車両を含む各交通参
加者の状態の変化に基づいて推定された、自車両の行動
が交通参加者の行動に与えるInfluenceを用いて、シン
ボル化された運転シーンがどのように遷移するかを予測
する。従って、運転シーンの遷移の予測において、大幅
に演算量を低減しつつ、予測精度の向上も図ることがで
きる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自車両が走行する走行環境に関する情報を取得する走行環境情報取得手段と、
　前記自車両の周辺において、交通に参加している交通参加者を検出する交通参加者検出
手段と、
　前記自車両が置かれた運転シーンを、その運転シーンを構成する前記走行環境に関する
情報、前記自車両の情報及び前記交通参加者の情報をシンボル化しつつ記述するシンボル
化手段と、
　前記自車両を含む各交通参加者の状態の変化に基づいて、前記自車両の行動が前記交通
参加者の行動に与える影響を相互作用として推定する相互作用推定手段と、
　前記自車両が採りうる行動の候補に対して、前記相互作用推定手段によって推定された
相互作用に基づき、前記シンボル化手段により各情報がシンボル化して記述された運転シ
ーンが遷移する様子を予測する予測手段と、を備えることを特徴とする運転シーンの遷移
予測装置。
【請求項２】
　前記シンボル化手段は、自車両の周囲に仮想のグリッドを定め、前記交通参加者検出手
段によって検出された交通参加者を該当する位置のグリッドに当て嵌めることにより、各
交通参加者の位置を表現しつつ、走行環境、自車両、及び交通参加者に関して、予め定め
られたシンボル化すべき情報を要素とするシンボルベクトルを用いて、前記運転シーンを
シンボル化することを特徴とする請求項１に記載の運転シーンの遷移予測装置。
【請求項３】
　前記予測手段は、前記自車両が採りうる行動の候補として複数種類の行動を決定し、決
定した各行動を起こしたときの運転シーンの遷移結果をそれぞれ予測し、さらに、予測し
た運転シーンの遷移結果において、前記自車両が採りうる行動の候補としての複数種類の
行動を起こしたときの運転シーンの遷移結果を予測する処理を繰り返すことにより、時系
列的に順番に行われる複数の行動からなる行動系列の各々に対して、前記運転シーンが遷
移する様子を予測することを特徴とする請求項１又は２に記載の運転シーンの遷移予測装
置。
【請求項４】
　前記予測手段は、前記走行環境情報取得手段によって取得された走行環境に関する情報
に基づいて、前記自車両が採りうる行動の候補を決定することを特徴とする請求項１乃至
３のいずれかに記載の運転シーンの遷移予測装置。
【請求項５】
　前記自車両の運転者に関する情報を取得する運転者情報取得手段を備え、
　前記予測手段は、前記運転者情報取得手段によって取得された運転者に関する情報に基
づいて、前記自車両が採りうる行動の候補を決定することを特徴とする請求項１乃至４の
いずれかに記載の運転シーンの遷移予測装置。
【請求項６】
　前記運転者情報取得手段は、前記自車両の運転者が希望する運転行為に関する情報を取
得する手段を含み、
　前記予測手段は、前記自車両の運転者が希望する運転行為をなすために前記自車両が採
りうる行動を、前記自車両が採りうる行動の候補として決定することを特徴とする請求項
５に記載の運転シーンの遷移予測装置。
【請求項７】
　請求項１乃至６のいずれかに記載の運転シーンの遷移予測装置と、
　前記運転シーンの遷移予測装置の予測手段による予測結果に基づいて、推奨すべき運転
操作を決定し、前記自車両の運転者に提示する推奨運転操作提示手段と、を備えることを
特徴とする車両用推奨運転操作提示装置。
【請求項８】
　前記推奨運転操作提示手段は、予め典型的な運転シーンを複数設定するとともに、各運
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転シーンに対して評価値を定めておき、予測された運転シーンの遷移結果と典型的な運転
シーンとの類似度から、その予測された運転シーンの遷移結果の評価値を算出し、その評
価値に基づいて、推奨すべき運転操作を決定することを特徴とする請求項７に記載の車両
用推奨運転操作装置。
【請求項９】
　前記予測手段が、前記自車両が採りうる行動の候補として複数種類の行動を決定し、決
定した各行動を起こしたときの運転シーンの遷移結果をそれぞれ予測し、さらに、予測し
た運転シーンの遷移結果において、前記自車両が採りうる行動の候補としての複数種類の
行動を起こしたときの運転シーンの遷移結果を予測する処理を繰り返すことにより、時系
列的に順番に行われる複数の行動からなる行動系列の各々に対して、前記運転シーンが遷
移する様子を予測した場合に、前記推奨運転操作提示手段は、前記行動系列の各々により
、最終的に遷移することが予測される運転シーンの評価値を算出するとともに、各々の行
動系列に含まれる同時期の行動に関して、その行動を経て最終的に遷移した各運転シーン
の評価値の平均値を算出し、その平均値が最大となる行動に従い、推奨すべき運転操作を
決定することを特徴とする請求項８に記載の車両用推奨運転操作装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自車両の置かれた運転シーンが、将来、どのように遷移していくかを予測す
る運転シーンの遷移予測装置、及び、その予測に基づき、自車両の運転者に対して、推奨
すべき運転操作を提示する車両用推奨運転操作提示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　周囲車両の未来の挙動を予測し、自車両の未来の動作計画を生成し、それに基づいた推
奨操作量を生成する装置が、特許文献１に開示されている。
【０００３】
　この特許文献１の装置では、周囲車両の位置と走行車線と自車両の車速を検出し、それ
らの情報から自車両と周囲車両の車線ごとの位置と速度を算出する。そして、周囲車両群
挙動予測手段において、検出した車両と同じ数だけの車両モデルにより、自車両が取る行
動が車両群に与える影響を予測する。車両モデルは、車両の進行方向に対する動作モデル
と、車線変更のモデルとから構成される。例えば、車両の進行方向に対する動作モデルは
、各々の車両の直前を走行する先行車を基準として、各車両（後続車両）は先行車両と車
頭時間を一定に保つように動作するモデルとして構築される。
【０００４】
　そして、自車両の挙動が他の車両にどのような影響を与えるかを予測すべく、自車両に
対しては入力を陽に含む形でモデルを割り当て、各車両モデルを用いて任意の加速度指令
値の時系列パターンを入力した際の車群全体の挙動（位置）を計算する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００３－２２８８００号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上述したように、特許文献１の装置では、自車両と同じ進行方向に走行している周囲車
両のみを対象として、車両群の挙動を予測しようとする。しかも、その予測は、先行車両
に対して後続車両が、車頭時間を一定に保つように動作する非常に単純なモデルに基づい
ている。
【０００７】
　しかしながら、実際の運転シーンにおいては、同一進行方向の車両のみならず、対向車
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線を走行する対向車両や歩行者などの交通参加者も存在し、相互に影響を及ぼしあってい
る。さらに、自車両は、道路に設置された信号機の状態によっても、その行動が影響され
る。そこで、信号機も含め、各交通参加者について、それぞれが複雑に行動を行うような
、より一般的な運転シーンに特許文献１の装置を適用しようとすると、いわゆるフレーム
問題に直面してしまう。これは、特許文献１の装置では、各交通参加者にそれぞれ車両モ
デルのような行動モデルを仮定して、それぞれの行動モデルから各交通参加者全体の挙動
を予測しようとすることに起因する。
【０００８】
　また、特許文献１の装置では、交通参加者ごとに行動モデルが割り当てられ、その行動
モデルは、先行車両のような他の交通参加者の情報も利用して構築される。従って、新た
な交通参加者が出現したり、既存の交通参加者が離脱した場合、交通参加者の行動モデル
を再設定し、予測をやり直す必要が生じる。実際の運転シーンにおいては、交通参加者の
増減は頻繁に発生する。従って、特許文献１の装置では、以前に算出した予測結果は無用
なものとなって、予測をやり直して新たな予測結果を算出する事態が頻繁に生じてしまう
ことになる。そのため、その間、予測結果の利用が出来なくなり、運転者に対して有効な
情報の提供も出来なくなってしまう。
【０００９】
　本発明は、上述した点に鑑みてなされたものであり、将来の行動予測のための演算量を
低減するとともに、その予測に際して交通参加者の増減に柔軟に対応することを可能とし
た運転シーンの遷移予測装置を提供することを第１の目的とする。また、運転シーンの遷
移予測装置による予測結果に基づき自車両の運転者に対して推奨運転操作を提示する車両
用推奨運転操作提示装置を提供することを第２の目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上述した第１の目的を達成するために、請求項１に記載の運転シーンの遷移予測装置は
、
　自車両が走行する走行環境に関する情報を取得する走行環境情報取得手段と、
　自車両の周辺において、交通に参加している交通参加者を検出する交通参加者検出手段
と、
　自車両が置かれた運転シーンを、その運転シーンを構成する走行環境に関する情報、自
車両の情報及び交通参加者の情報をシンボル化しつつ記述するシンボル化手段と、
　自車両を含む各交通参加者の状態の変化に基づいて、自車両の行動が交通参加者の行動
に与える影響を相互作用として推定する相互作用推定手段と、
　自車両が採りうる行動の候補に対して、相互作用推定手段によって推定された相互作用
に基づき、シンボル化手段により各情報がシンボル化して記述された運転シーンが遷移す
る様子を予測する予測手段と、を備えることを特徴とする。
【００１１】
　上述したように、請求項１に記載の発明では、まず、シンボル化手段が、自車両が置か
れている運転シーン全体をシンボル化して記述する。このように、運転シーンを構成する
情報をシンボル化することにより、運転シーンの認識及び予測についてのロバスト性を得
ることができる。すなわち、例えば交通参加者が増減しても、単にシンボルの表現が変化
するだけであり、従来技術のように、行動モデルの再設定など、予測をやり直す必要は生
じず、交通参加者の増減に柔軟に対応することができる。
【００１２】
　そして、請求項１に記載の発明では、予測手段は、自車両が採りうる行動の候補に対し
て、シンボル化して記述された運転シーンがどのように遷移するかを予測する。その際、
予測手段は、自車両を含む各交通参加者の状態の変化に基づいて、自車両の行動が交通参
加者の行動に与える影響を相互作用として推定し、この推定した相互作用に基づき、シン
ボル化された運転シーンがどのように遷移するかを予測する。従って、運転シーンの遷移
の予測において、各交通参加者ごとに、他の交通参加者との相互関係を考慮した行動モデ
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ルを用いる従来技術に比較して、大幅に演算量を低減することができる。また、請求項１
に記載の発明では、各交通参加者の実際の状態変化に基づいて相互作用を推定しているた
め、運転シーンの遷移の予測精度も向上することができる。
【００１３】
　シンボル化手段によるシンボル化の一例としては、請求項２に記載したように、シンボ
ル化手段が、自車両の周囲に仮想のグリッドを定め、交通参加者検出手段によって検出さ
れた交通参加者を該当する位置のグリッドに当て嵌めることにより、各交通参加者の位置
を表現しつつ、走行環境、自車両、及び交通参加者に関して、予め定められたシンボル化
すべき情報を要素とするシンボルベクトルを用いて、運転シーンをシンボル化することが
できる。このようにシンボルベクトルを用いることで、走行環境、自車両及び交通参加者
に関する所望の情報を、容易にシンボル化することが可能となる。
【００１４】
　請求項３に記載したように、予測手段は、自車両が採りうる行動の候補として複数種類
の行動を決定し、決定した各行動を起こしたときの運転シーンの遷移結果をそれぞれ予測
し、さらに、予測した運転シーンの遷移結果において、自車両が採りうる行動の候補とし
ての複数種類の行動を起こしたときの運転シーンの遷移結果を予測する処理を繰り返すこ
とにより、時系列的に順番に行われる複数の行動からなる行動系列の各々に対して、運転
シーンが遷移する様子を予測することが好ましい。将来における自車両の行動が異なれば
、それに応じて、自車両を取り巻く将来の運転シーンも大きく異なるものとなる。そのた
め、自車両が採りうる行動の候補として複数種類の行動に対する運転シーンの遷移結果を
予測し、さらにそれらの運転シーンの遷移結果において、それぞれ複数種類の行動を採っ
たときの運転シーンの遷移結果を予測する処理を繰り返すことにより、長期間に渡って、
精度の高い予測を行うことが可能になる。
【００１５】
　請求項４に記載したように、予測手段は、走行環境情報取得手段によって取得された走
行環境に関する情報に基づいて、自車両が採りうる行動の候補を決定することが好ましい
。自車両の採りうる行動の候補数を増やすほど、将来の運転シーンの予測精度の向上を見
込むことができるが、一方で、候補数の増加に応じて予測のための処理時間も長くなる問
題も生じる。ここで、走行環境に関する情報を用いることで、自車両が採りうる行動とし
て可能性の高い行動を絞り込むことができる。従って、自車両の採りうる行動の候補数を
それほど増やさずとも、精度の良い将来の運転シーンの予測を行うことができる。
【００１６】
　請求項５に記載したように、自車両の運転者に関する情報を取得する運転者情報取得手
段を備え、予測手段は、運転者情報取得手段によって取得された運転者に関する情報に基
づいて、自車両が採りうる行動の候補を決定しても良い。運転者は、それぞれ運転操作に
多かれ少なかれ癖と呼べるような特徴を有しているものであり、そのような運転者の特徴
などの運転者に関する情報を考慮することによっても、自車両が採りうる行動として可能
性が高い行動を絞り込むことができるためである。
【００１７】
　請求項６に記載したように、運転者情報取得手段は、自車両の運転者が希望する運転行
為に関する情報を取得する手段を含み、予測手段は、自車両の運転者が希望する運転行為
をなすために自車両が採りうる行動を、自車両が採りうる行動の候補として決定すること
が好ましい。自車両の運転者が、例えば、車線変更をする、右折するなどの運転行為を希
望する場合には、その運転行為をなすという観点で、自車両の採りうる行動を絞り込むこ
とができるためである。
【００１８】
　請求項７に記載した車両用推奨運転操作提示装置は、上述した請求項１乃至６のいずれ
かに記載の運転シーンの遷移予測装置と、その運転シーンの遷移予測装置の予測手段によ
る予測結果に基づいて、推奨すべき運転操作を決定し、自車両の運転者に提示する推奨運
転操作提示手段と、を備えることを特徴とする。これにより、精度の高い運転シーンの遷
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移の予測結果に基づき、自車両の運転者に対して好ましい運転操作を提示することができ
る。
【００１９】
　請求項８に記載したように、推奨運転操作提示手段は、予め典型的な運転シーンを複数
設定するとともに、各運転シーンに対して評価値を定めておき、予測された運転シーンの
遷移結果と典型的な運転シーンとの類似度から、その予測された運転シーンの遷移結果の
評価値を算出し、その評価値に基づいて、推奨すべき運転操作を決定することが好ましい
。例えば、典型的な運転シーンとして、渋滞が発生する運転シーン、事故が発生する運転
シーン、車両の流れがスムーズである運転シーン、車線変更に適した運転シーン、右折に
適した運転シーンなどを用いることができ、ポジティブな運転シーンには正の評価値を与
え、ネガティブな運転シーンには負の評価値を与えておく。このようにすれば、予測され
た運転シーンの遷移結果に関して、典型的な運転シーンとの類似度により、評価値を算出
することが可能になる。
【００２０】
　請求項９に記載したように、予測手段が、自車両が採りうる行動の候補として複数種類
の行動を決定し、決定した各行動を起こしたときの運転シーンの遷移結果をそれぞれ予測
し、さらに、予測した運転シーンの遷移結果において、自車両が採りうる行動の候補とし
ての複数種類の行動を起こしたときの運転シーンの遷移結果を予測する処理を繰り返すこ
とにより、時系列的に順番に行われる複数の行動からなる行動系列の各々に対して、運転
シーンが遷移する様子を予測した場合に、推奨運転操作提示手段は、行動系列の各々によ
り、最終的に遷移することが予測される運転シーンの評価値を算出するとともに、各々の
行動系列に含まれる同時期の行動に関して、その行動を経て最終的に遷移した各運転シー
ンの評価値の平均値を算出し、その平均値が最大となる行動に従い、推奨すべき運転操作
を決定することが好ましい。
【００２１】
　単に、最終的に遷移することが予測される運転シーンの評価値に依存して、最も好まし
い運転シーンを選択することも可能ではある。しかし、その最も好ましい運転シーンに達
する途中で、運転者が推奨運転操作とは異なる操作をしたりした場合に、評価値が相対的
にかなり低い運転シーンに遷移する可能性がある場合には、その最も好ましい運転シーン
に達するための運転操作が必ずしも推奨運転操作に適しているとは言えない。この点、請
求項９の発明によれば、推奨運転操作を決定する基礎となる行動を選択する際に、各行動
を採ったときに遷移する可能性がある運転シーンの評価値の平均値を用いている。このた
め、少なくとも、通常であれば避けるべき運転シーンにつながる可能性がある運転操作を
推奨することを回避することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】実施形態による車両用推奨運転操作提示装置の全体の構成を示すブロック図であ
る。
【図２】シンボル化実施部にて実行される、各種の情報をシンボル化する処理について説
明するための説明図である。
【図３】交通参加者（グリッド）間の相互作用（Influence）を視覚的に示す図である。
【図４】Influenceの予測を行うため、Influenceが作用するグリッドの遷移の予測につい
て説明するための説明図である。
【図５】各グリッド間のInfluenceを求めるための処理を示すフローチャートである。
【図６】（ａ）～（ｃ）は、交通参加者間のInfluenceに応じて、将来の運転シーンが変
化する様子の一例を示す図である。
【図７】シンボル遷移予測部において実行される、運転シーンの遷移を予測する処理のフ
ローチャートである。
【図８】時系列的に順番に行われる複数の行動からなる行動系列により、複数の運転シー
ンが予測されることを示す説明図である。
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【図９】推奨操作生成・提示部が実行する処理を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、本発明の好ましい実施形態について、図面に基づいて説明する。なお、以下に説
明する実施形態においては、運転シーンの遷移予測装置を含む車両用推奨運転操作提示装
置について説明する。
【００２４】
　図１は、本実施形態による車両用推奨運転操作提示装置の全体の構成を示すブロック図
である。なお、実際のところ、車両用推奨運転操作提示装置は、各種の情報を取得するた
めの各種のセンサや通信機と、取得した情報に基づき、運転シーンの遷移を予測し、その
予測結果に基づいて推奨すべき運転操作を生成・提示するための処理を実行する電子制御
装置とにより構成されるが、図１では、機能ブロックとして、車両用推奨運転操作提示装
置の構成を示している。
【００２５】
　図１において、環境情報取得部１０は、季節、時刻、天候などのグローバルな環境情報
に加えて、道路の平面的な形状や勾配、レーンマークの位置、交差点までの距離や交差点
形状などの周囲のインフラ情報を取得するものである。この環境情報取得部１０は、自車
両に搭載されたナビゲーション装置、ミリ波やレーザを用いたレーダ装置、自車両の周囲
を撮影するカメラ、路車間通信機などを用いて上述した情報を取得する。
【００２６】
　交通参加者情報取得部２０は、自車両の周囲に存在する他車両や歩行者などの位置や速
度を交通参加者情報として検出するものである。他車両に関しては、ウインカの操作状態
、クラクションの操作状態、ブレーキペダルの操作状態などの運転情報も取得する。この
他車両には、同一進行方向に走行する先行車両や後続車両のみならず、対向車線を走行す
る対向車両も含まれる。さらに、交通参加者情報取得部２０は、信号機が交通参加者の行
動に大きな影響を与えることに鑑み、信号機も交通参加者の１人として、信号機の位置や
その状態を検出する。交通参加者情報取得部２０は、このような各種の情報を、自車両の
周囲を撮影するカメラや、路車間通信機、車車間通信機などを用いて取得する。
【００２７】
　なお、図１において、環境情報取得部１０と交通参加者情報取得部２０とは、別個の構
成として示されているが、これは、取得する情報の種類に応じて便宜的に区分けしただけ
であり、上述したように、それぞれが、情報を取得するために用いる機器は相互にオーバ
ーラップする。
【００２８】
　自車両情報取得部３０は、自車両の位置、速度、加速度、操舵角度、ウインカの操作状
態、クラクション操作状態、ブレーキ操作状態、灯火状態などの自車両の運動状態や操作
状態に関する情報に加え、運転者の運転姿勢、視線の向き、血圧・心電位・皮膚電位など
の生理情報などの運転者情報も取得する。自車両の運動状態や操作状態に関する情報は、
各種のセンサ（速度センサ、加速度センサ、操舵角センサなど）から取得したり、各種の
車載機器（ナビゲーション装置、方向指示器、灯火装置など）から取得する。また、運転
者情報は、ドライバモニタカメラや、ステアリングホイールに設置される生理情報取得装
置などを用いて取得される。
【００２９】
　なお、環境情報取得部１０（あるいは交通参加者情報取得部２０、自車両情報取得部３
０でも良い）は、取得した（いくつかの）情報に基づいて、新たな情報を生成するように
しても良い。例えば、自車両の位置と、その周囲の交通参加者や建造物などから、自車両
の運転者の死角の位置や、視野全体において死角となる領域の比率などの情報を生成して
も良い。また、周囲の交通参加者や建造物の色や形から、運転者が視線を向け易くなる度
合（誘目性）を情報として算出したり、霧や雨の天候、周囲の照度などから視認性を算出
しても良い。また、運転者の生理情報などから、運転者の眠気度合（注意力低下度合）を



(8) JP 2012-128799 A 2012.7.5

10

20

30

40

50

算出するようにしても良い。
【００３０】
　これらの観測情報は、センサリッチに取得すれば、自車両の行動に対する周囲の交通参
加者の行動予測の精度向上につながるが、必ずしもすべての情報が必要というわけではな
い。予測の精度や目的に応じて、上述した情報のうち、いくつかの情報を省略しても良い
し、逆に、さらに他の情報を加えても良い。
【００３１】
　シンボル化実施部４０は、環境情報取得部１０、交通参加者情報取得部２０、及び自車
両情報取得部３０によって取得された各種の情報をそれぞれシンボル化することにより、
自車両が置かれた運転シーン全体をまとめて簡潔に記述する。
【００３２】
　最も簡単なシンボル化の一例は、量子化である。すなわち、図２に示すように、シンボ
ル化実施部４０は、自車両の周囲に仮想のグリッドを定め、交通参加者情報取得部２０に
よって取得された信号機や他車両などの交通参加者を、該当する位置のグリッドに当て嵌
めることにより、各交通参加者の位置を表現する。この際、交通参加者の種類（同一進行
方向車両、対向車両、歩行者、信号機、…）は、対応するグリッドにラベル付けすること
によって識別できるようにする。
【００３３】
　さらに、環境情報、自車両情報、交通参加者情報に関して、予め定められたシンボル化
すべき情報を要素とするシンボルベクトルを用いて、それぞれの情報をシンボル化する。
例えば、天候に関しては、晴、雨、曇りのいずれに該当するかを１と０で表したり、時刻
に関しては複数の時間帯（早朝、日中、夜間）にクラス分けして、該当する時間帯を１に
したりする。また、例えば、交通参加者情報において、各種の運転操作（ウインカ、クラ
クション、ブレーキ）がなされているか否かを１又は０で表現することができる。
【００３４】
　このように各種の情報をシンボルベクトルを用いて表すことで、環境情報、自車両情報
及び交通参加者情報を、容易にシンボル化することができる。また、ベクトルの次元を増
減することにより、シンボル化する情報の増減にも容易に対応可能となる。なお、各交通
参加者の情報を混同しないように、交通参加者情報は、対応するグリッド位置やラベルに
関連付けて保存しておく。
【００３５】
　こうしたシンボル化により、詳細なデータは削ぎ落とされるが、運転シーン全体をまと
めて、簡潔に表現することが可能となるので、運転シーンの認識や予測においてロバスト
性を得ることができる。例えば、図２に示すように、交通参加者が増加したり、あるいは
減少したりしても、単にシンボルの表現が変化するだけである。このため、従来技術のよ
うに予測をやり直す必要は生じず、交通参加者の増減に柔軟に対応することが可能となる
。
【００３６】
　また、シンボル化は、上述した量子化による例以外にも、実施することが可能である。
例えば、固有空間法やクラスタリング手法を適用してシンボル化を行っても良い。固有空
間法は、良く知られているように、情報全体を集合とした場合に、その集合の共分散行列
の固有ベクトルを部分空間の基底として用いて、情報を表す手法である。また、クラスタ
リング手法は、複数のデータを、クラス分けして分類する手法である。このような手法を
適用することにより、より効率的に、各情報をシンボル化することができる。
【００３７】
　例えば、自車両の周囲に定めるグリッドに対してクラスタリング手法を適用する場合、
道路外となる範囲のグリッドを粗く設定し、道路内となる範囲のグリッドを細かく設定す
るようにする。これにより、重要度の高い情報は解像度を高くし、重要度の低い情報は低
い解像度で表現することが可能になる。このようなクラスタリング手法の適用は、情報を
クラス分けする必要がある場合、情報の種類を問わず適用可能である。
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【００３８】
　シンボル化実施部４０によりシンボル化して記述された運転シーン情報は、相互作用推
定部５０及びシンボル遷移予測部６０に与えられる。相互作用推定部５０は、車両間の距
離の変化や速度の変化などの車両挙動の変化、クラクションやウインカに対する周囲車両
の反応、さらには車車間通信や路車間通信によりやり取りされる情報（他の交通参加者の
挙動に関する情報を含む場合がある）に基づいて、交通参加者間の相互作用（以下、これ
をInfluenceと呼ぶ）を推定する。
【００３９】
　以下に、Influenceを推定する手法の一例について説明する。
【００４０】
　図３に示すように、検出エリアのm番目のグリッドからの各グリッドへのInfluenceを並
べたベクトルをim(vec)=(im1,…,imNg)

Tと定義する。但しＮｇはグリッド数である。更に
グリッドの各点でのInfluenceのベクトル（im(vec);m=1,…,Ng）をまとめて、Ｉ=(i1(vec
),…,iNg(vec))と書き、これをInfluence行列と呼ぶことにする。
【００４１】
　また、検出エリアのm番目のグリッドで観測されたグリッドの状態変化（例えば、グリ
ッドが車両で占有されていたとすると、車両の加速、減速、追従等のモード変化、ウイン
カの表示、非表示、クラクションの有無など）をrm(vec)=(rm1,…,rmNr)

Tと表現する。但
し、Ｎｒは、観測すべきグリッドの状態変化として、予め設定されている「状態」の次元
数である。Influenceと同様にグリッドの各点での状態変化（rm(vec); m =1,…,Ng）をま
とめて、Ｒ=(r1（vec）,…, rNg(vec))と書き、これを観測行列と呼ぶことにする。
【００４２】
　観測行列Ｒによって示される各グリッドの状態変化を考慮して、時刻ｔにおけるInflue
nce行列Ｉの事後確率を求めることにより、各グリッド間におけるInfluenceを推定するこ
とができる。観測行列ＲのInfluenceの時間遷移についての条件付独立性、Influenceの時
間遷移のマルコフ性を仮定すると、Influenceの事後確率は、下記の数式１のように再帰
的な形式で書くことができる。なお、数式１を含め、以下に記載する数式において、太字
はベクトルであることを示している。

【数１】

【００４３】
　このとき、各グリッドにおけるInfluenceの事後確率は、数式１を分解すると、下記の
数式２から得ることができる。
【数２】

【００４４】
　ｍ番目のグリッドにおけるInfluenceであるim(vec),tの尤度p(Rt|im(vec),t)は、観測
行列Ｒがグリッドと観測行列Ｒの各次元についてそれぞれ独立であると仮定すると、以下
の数式３に示すように分解することができる。
【数３】

【００４５】
　このときp(rkl,t,rml,t|imk,t)は、Influenceで条件付けられたベルヌーイ過程を仮定
して、以下の数式４のように表すことができる。
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【数４】

【００４６】
　ここで、パラメータμiは、以下の数式５に示すように、Influenceの有無で条件付けら
れるパラメータである。このパラメータμiは、実験的に適切な数値を定めても良いし、
ベイズ推定等を利用して推定により求めても良い。

【数５】

【００４７】
　また、数式２における各グリッドの事前確率p(im(vec),t|R1:t-1)は次のようにして求
めることができる。時刻ｔ－１から時刻ｔへの時間変化に伴って各交通参加者の相対的位
置関係が変化することに起因して、Influenceのダイナミクスには空間的な要素が存在す
る。これを考慮するために、まず、グリッドの各点が時間変化に伴ってどのように遷移す
るかについて考える。
【００４８】
　グリッドの遷移を考えるため、グリッド位置は、図４に示すような極座標系で表現され
ているとする。今、極座標系でのグリッド位置をg(p)=(ρ,θ)Tと書き、グリッドのイン
デックスをg(i)と書く。
【００４９】
　時刻ｔ－１→ｔでグリッド位置がｍ→ｎに変化する確率は、ガウス過程を仮定して、以
下の数式６のように表すことができる。なお、Σｇは、分散共分散行列である。
【数６】

【００５０】
　ここで、ハットｇ(p)

m,tは時刻ｔにおける予測グリッド位置であり、観測された各グリ
ッドの相対速度ｖm,t-1（極座標系）を用いて、以下の数式７によって算出することがで
きる。

【数７】

【００５１】
　このグリッドの遷移モデルを利用すると、時刻ｔ－１におけるグリッドｍ’→ｎ’のIn
fluenceが、時刻ｔにおいてグリッドｍ→ｎのInfluenceに遷移する確率は、以下の数式８
により算出することができる。

【数８】

【００５２】
　この数式８を利用して、各グリッド間におけるInfluenceの事前確率は、以下の数式９
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から求めることができる。
【数９】

【００５３】
　以上により、各グリッド間におけるInfluenceの事後確率を時系列的に推定することが
できる。なお、この手法はグリッド間のInfluence（の事後確率）を推定するため、参加
者の数に影響されないという特徴がある。また、上述した例では、Influenceがグリッド
を遷移することを予測する際に移動ポテンシャル（相対速度ｖm,t-1）を利用する手法に
ついて説明したが、単純なマルコフ性を仮定して、実際に観測された実車データから、In
fluenceのグリッド間の遷移確率を学習しても良い。
【００５４】
　図５は、上述した手法によって各グリッド間のInfluenceを求めるための処理を示すフ
ローチャートである。まずステップＳ１００において、各グリッドのInfluenceの事前確
率を求めることにより、Influenceの予測を行う。
【００５５】
　そして、ステップＳ１１０において、各交通参加者の状態を観測し、続くステップＳ１
２０において、観測した交通参加者の状態に基づき、各グリッドでの状態変化を検出する
。これにより、上述した観測行列Ｒを算出することができる。
【００５６】
　最後にステップＳ１３０において、Influenceの事前確率と観測行列Ｒとに基づいて、
各グリッド間の推定されたInfluenceの事後確率を算出する。
【００５７】
　なお、上述した例では、一方のグリッドから他方のグリッドへのInfluenceの有無と、
他方のグリッドから一方のグリッドへのInfluenceの有無は等しいとの仮定の下に、各グ
リッド間の状態変化を用いて、観測行列Ｒを算出した。しかしながら、同じグリッド間同
士で必ずしも、作用方向が異なれば、Influenceの有無も等しいとは限らない。そのため
、グリッド間の状態変化として、いずれかのグリッドの状態が変化したことに起因して、
他のグリッドの状態が変化したとの因果関係を分析して、その因果関係に応じて観測行列
Ｒをそれぞれ算出するようにしても良い。因果関係の分析には、単純には時間情報を利用
して、先に起こった状態変化を要因とし、後で起こった状態変化を結果としても良い。こ
れにより、同じグリッド間同士でも、作用方向に応じて、それぞれ独立してInfluenceの
事後確率を推定することができるようになる。
【００５８】
　次に、シンボル遷移予測部６０において実行される、運転シーンの遷移を予測する処理
について説明する。
【００５９】
　例えば、図６（ａ）に示すような状況を想定する。図６（ａ）では、自車両の前後に先
行車両Ａと後続車両Ｂとが存在している。そして、自車両の運転者が先行車両Ａとの車間
距離を開けるために減速したとする。このとき、自車両と後続車両Ｂとの間でうまくイン
タラクションが取れているか（つまり、自車両と後続車両Ｂとの間にInfluenceがあるか
どうか）で、数秒後の運転シーンは大きく変化する。Influenceがあれば（Influenceの事
後確率が十分に大きければ）、自車両の減速に伴って後続車両Ｂも緩やかに減速する可能
性が高いため、運転シーンは、図６（ｂ）のように遷移する可能性が高くなる。一方、In
fluenceがなければ（Influenceの事後確率が十分大きくなければ）、自車両の減速が後続
車両Ｂに与える影響が限定的なため、運転シーンは図６（ｃ）のように遷移する可能性が
高くなる。
【００６０】
　以上の様に、Influenceを考慮するか否かで予測されうる運転シーンは大きく異なる。
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このInfluenceを考慮した遷移の予測は、例えば以下のようにして実現可能である。
【００６１】
　前述したように、Influenceの事前確率を算出する際に、Influenceのグリッドの遷移を
考えた（数式６～数式９）が、その内の数式７を一部修正することで、簡単にInfluence
を考慮したグリッドの遷移予測を行うことができる。以下にその手法について説明する。
【００６２】
　前述した数式７に示す、Influenceのグリッドの遷移モデルでは、各グリッドがもつ移
動ポテンシャルを相対速度の形でモデル化し、それに従って次時刻のInfluenceが作用す
るグリッド位置を予測した。この遷移モデルを、以下の数式１０で置き換える。
【数１０】

【００６３】
　そして、ハットｖm,t-1を、Influenceを考慮するために、以下の数式１１のように定め
る。

【数１１】

【００６４】
　これにより、Influenceの有無によって、移動ポテンシャル（ハットｖm,t-1）を、切り
替えることができる。すなわち、Influenceが有る場合には、相対速度ｖm,t-1が変化し、
Influenceが無い場合には、相対速度ｖm,t-1が変化しない。従って、Influenceの有無に
応じて、各グリッドがどのように遷移するか予測することが可能になる。
【００６５】
　ただし、数式１１では、相対速度ｖm,t-1を完全に切り替えてしまうため、Influenceの
有無に応じて、各グリッドの遷移予測が大きく変化する。これに対して、Influenceの事
後確率の大きさに応じて、各グリッド予測位置がより細かく遷移するようにすることも可
能である。そのためには、以下の数式１２を用いて、移動ポテンシャル（相対速度ハット
ｖm,t-1）を算出すれば良い。

【数１２】

【００６６】
　数式１２では、Influenceの事後確率を2種類の速度に対する重み付けとして用いている
。従って、数式１２を用いることにより、Influenceの事後確率の大きさに応じて連続的
に変化する相対速度ｖm,t-1を算出することができる。
【００６７】
　以上は、Influenceを考慮した運転シーンの予測に関する説明であるが、将来の運転シ
ーンは、自車両が採る行動に依存して大きく変化する。このため、この先、自車両の採り
うる行動の候補として、複数種類の行動を決定し、決定した各行動を起こしたときの運転
シーンの遷移結果をそれぞれ予測する。さらに、予測した運転シーンの遷移結果において
、自車両が採りうる行動の候補としての複数種類の行動を起こしたときの運転シーンの遷
移結果を予測する処理を繰り返す。これにより、時系列的に順番に行われる複数の行動か
らなる行動系列の各々に対して、運転シーンが遷移する様子を予測することができる。す
なわち、比較的長期間に渡って、運転シーンの移り変わりを高精度に予測することが可能
になる。
【００６８】
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　図７に、シンボル遷移予測部６０において実行される、運転シーンの遷移を予測する処
理のフローチャートを示す。
【００６９】
　ステップＳ２００では、予測処理の繰り返し数を示す予測ステップ数が予め定めた所定
回数Ｔよりも小さいか判定する。予測ステップ数が所定回数Ｔよりも小さい場合には、ス
テップＳ２１０以降の処理に進み、予測処理を継続して実行する。一方、予測ステップ数
が所定回数Ｔに達した場合には、図７のフローチャートに示す処理を終了する。
【００７０】
　ステップＳ２１０では、自車両の行動の候補を複数決定する。この自車両の行動の候補
は、各時刻で取りうる行動からランダムに生成しても良いが、環境情報取得部１０、交通
参加者情報取得部２０、自車両情報取得部３０によって取得された情報に基づき、実行さ
れる可能性の高い行動を選択することが好ましい。
【００７１】
　自車両の採りうる行動の候補数を増やすほど、将来の運転シーンの予測精度の向上を見
込むことができるが、一方で、候補数の増加に応じて予測のための処理時間も長くなる問
題も生じる。それに対して、走行環境に関する情報、交通参加者に関する情報、自車両に
関する情報を考慮することで、自車両が採りうる行動として可能性の高い行動を絞り込む
ことができる。従って、自車両の採りうる行動の候補数をそれほど増やさずとも、精度の
良い将来の運転シーンの予測を行うことができる。
【００７２】
　例えば、天候などの影響により周囲の視界が低下しつつある場合には、運転者は、先行
車両との車間距離を広げるように行動する可能性が高くなる。また、自車両のナビゲーシ
ョン装置において、目的地までのルートが設定されている場合には、自車両の運転者は、
そのルートに沿って走行するための行動（車線変更、右左折等）を採る可能性が高い。こ
の場合、自車両の運転者は、例えば、車線変更をする、右左折するなどの運転行為をなす
という観点で、自車両の採りうる行動を絞り込むことができる。
【００７３】
　さらに、自車両の運転者は、それぞれ運転操作に多かれ少なかれ癖と呼べるような特徴
を有しているものであり、そのような運転者の特徴などを行動モデルとして蓄積しておく
ことにより、自車両が採りうる行動として可能性が高い行動を絞り込むことができる。
【００７４】
　このようにして定めた、時系列的に順番に行われる複数の行動からなる行動系列に関し
て、時刻ｔからτステップ後に生成されている行動系列を、ベクトルとして下記の数式１
３のように表現する。
【数１３】

【００７５】
　このようにして生成される各行動系列に従い、運転シーンの予測が行われる。すなわち
、ステップＳ２２０において、グリッドの遷移予測（数式１０～１２）が行われ、ステッ
プＳ２３０において、Influenceの予測（数式６～数式９）を実行する。なお、自車の移
動ポテンシャルは、各時刻での行動候補に応じて適切に設定する。また、Influenceの予
測においては、観測行列Rによる事後確率へのアップデートは実施されない。
【００７６】
　以上のステップＳ２１０～Ｓ２３０の処理を、予測ステップ数が所定回数Ｔに達するま
で繰り返し実行することにより、図８に示すように、Ｎｓ個の予測された運転シーンが生
成される。図８に示す例では、現時刻において、自車両が採りえる行動候補をＡ，Ｂ，Ｃ
の３種類としている。その後、それぞれの行動Ａ，Ｂ，Ｃに基づいてグリッドの予測、及
びInfluenceの予測を行うことにより、予測ステップが１ステップ進む。そして、予測さ
れた各運転シーン（運転シーンの遷移結果）において、さらに行動候補を選択し、それぞ
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れの行動候補により運転シーンの遷移を予測する。このような予測を実施していくと、τ
ステップ後には各ステップで取った行動が各次元に並んだ行動系列のベクトルと運転シー
ンを複数個（Ｎｓ個）得ることができる。
【００７７】
　これらの行動系列のベクトルと運転シーンは、推奨操作生成・提示部７０に与えられる
。推奨操作生成・提示部７０では、生成された運転シーンを分類し、評価することで、好
ましい運転シーンに遷移する行動（系列）、ネガティブなシーンに遷移する行動（系列）
を評価する。
【００７８】
　図９のフローチャートに、推奨操作生成・提示部７０が実行する処理を示す。ステップ
Ｓ３００では、シンボル遷移予測部６０から与えられた各予測運転シーンのスコア（評価
値）を算出する。
【００７９】
　推奨操作生成・提示部７０は、運転シーンのスコアを算出するために、予め典型的な運
転シーンを複数設定するとともに、各運転シーンに対して評価値を定めておく。典型的な
運転シーンとして、例えば、渋滞が発生する運転シーン、事故が発生する運転シーン、車
両の流れがスムーズである運転シーン、車線変更に適した運転シーン、右折に適した運転
シーンなどを用いることができる。そして、好ましい（ポジティブな）運転シーンには正
の評価値を与え、避けるべき（ネガティブな）運転シーンには負の評価値を与えておく。
【００８０】
　そして、推奨操作生成・提示部７０では、各予測運転シーンと典型的な運転シーンとの
類似度から、その予測運転シーンのスコアを算出する。例えば、予測運転シーンをグリッ
ドとInfluenceの情報をまとめてSt+τ|t= {It+τ|t,Gt+τ|t }と記述すると、予測運転シ
ーンのスコアは、数式１４によって算出できる。
【数１４】

【００８１】
　ここで、Sm*; m=1,...,Ncは予め設定した典型的な運転シーンであり、D（S1||S2）は運
転シーン間の類似度を測る関数、αmは典型的な運転シーンの評価値である。なお、運転
シーンの類似度は、例えばInfluenceとグリッドそれぞれのベクトル間距離を適当に重み
付けして加算するなどして求めることができる。
【００８２】
　続くステップＳ３１０では、ステップＳ３００において算出した運転シーンのスコアを
用いて、それぞれの行動系列における各ステップの行動のスコアを算出する。この各ステ
ップの行動のスコアは、下記の数式１５に示すように、各々の行動系列に含まれる行動に
関して、その行動を経て最終的に遷移した各運転シーンのスコアの平均値から算出する。
【数１５】

【００８３】
　そして、ステップＳ３２０では、各々の行動系列に含まれる同時期の行動に関して、最
もスコアが高い行動を、その時期における最適な行動として決定する。さらに、ステップ
Ｓ３３０では、ステップＳ３２０において決定された最適な行動に従い、運転者に対して
推奨すべき運転操作を画像や音声を用いて提示する。
【００８４】
　単に、最終的に遷移することが予測される運転シーンのスコアのみから、最も好ましい
運転シーンを選択し、その運転シーンに遷移するための行動を最適な行動として決定する
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ことも可能ではある。しかし、その最も好ましい運転シーンに達する途中で、運転者が推
奨運転操作とは異なる操作をしたりした場合に、例えばスコアが負となるような運転シー
ンに遷移する可能性がある場合には、その最も好ましい運転シーンに達するための運転操
作が必ずしも推奨運転操作に適しているとは言えない。この点、推奨操作生成・提示部７
０では、上述したように、推奨運転操作を決定する基礎となる行動を選択する際に、各行
動を採ったときに遷移する可能性がある運転シーンのスコアの平均値を用いている。従っ
て、少なくとも、通常であれば避けるべき運転シーンにつながる可能性がある運転操作を
推奨することを回避することができる。
【００８５】
　以下に、本実施形態の車両用推奨運転操作提示装置によるいくつかの動作例について説
明する。
【００８６】
　第１の動作例は、「車線変更」に関するものである。この場合、環境情報取得部１０は
、環境情報として、少なくとも「レーンマーク」「交差点までの距離」「信号状態」を取
得する。交通参加者情報取得部２０は、少なくとも周囲の車両の「位置」「速度」「ウイ
ンカ状態」を取得する。また、自車両情報取得部３０は、少なくとも「位置」「速度」「
操舵角」「ウインカ状態」を取得する。
【００８７】
　シンボル化実施部４０は自車両周囲のグリッド空間上に、各情報取得部１０～３０にて
取得された各情報をマッピングする。マッピングされた情報は、ベクトルとしてシンボル
化され、相互作用推定部５０及びシンボル遷移予測部６０にそれぞれ送られる。
【００８８】
　相互作用推定部５０では、グリッド空間にマッピングされた各交通参加者との相互作用
の有無を推定する。推定された相互作用は、運転シーンシンボルと対応させたInfluence
行列Ｉの形でシンボル遷移予測部６０に送られる。
【００８９】
　シンボル遷移予測部６０では、運転シーンシンボルとInfluence行列Ｉを利用して運転
シーンがどの様に遷移するかを予測する。すなわち、自車の車線変更の有無を仮定して、
運転シーンシンボルがどの様なシーンに遷移する確率が高いか算出する。この際、例えば
、渋滞や事故に陥るシーンの発生確率を利用して、車線変更の効果を計ることができる。
また、車線変更に適した状態になる発生確率を利用することにより、より直接的に、車線
変更を行うに適した運転シーンをもたらす行動を推測することができる。この効果を表示
・音等を利用してドライバに表示し、車線変更の実行如何を促す。
【００９０】
　また、相互作用推定部５０で推定される、自車両の「ウインカ」等の行動に対して合流
先車線の車両が反応行動を示すか否かを表示・音等により運転者に通知することで、高速
道路等の合流シーンでのスムーズな合流を促すことも可能となる。
【００９１】
　第２の動作例は、「渋滞発生の抑制」に関するものである。この場合、環境情報取得部
１０は、環境情報として、少なくとも「道路形状」「道路勾配」を取得する。交通参加者
情報取得部２０は、少なくとも周囲の車両の「位置」「速度」を取得する。また、自車両
情報取得部３０は、少なくとも「位置」「速度」を取得する。
【００９２】
　そして、シンボル遷移予測部６０が、運転シーンがどの様に遷移するかを予測する際に
、自車両の加減速行動や車線変更の有無を仮定して、運転シーンシンボルがどの様なシー
ンに遷移する確率が高いか算出する。これにより、渋滞に陥るシーンの発生確率を利用し
て、自車両の行動の効果を計ることができる。この効果を表示・音等を利用して運転者に
実行如何を促す。
【００９３】
　第３の動作例は、「右直事故回避」に関するものである。つまり、自車両が交差点を右
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折する場合に、対向車線を直進する他車両との接触や、自車両が交差点を直進する場合に
、対向車線から右折しようとしている他車両との接触を回避するために好ましい推奨運転
動作を提示するものである。
【００９４】
　この場合、環境情報取得部１０は、環境情報として、少なくとも「交差点形状」「死角
比率」を取得する。交通参加者情報取得部２０は、少なくとも周囲の車両の「位置」「速
度」「ウインカ状態」及び「信号機の状態」を取得する。また、自車両情報取得部３０は
、少なくとも「位置」「速度」「ウインカ状態」を取得する。
【００９５】
　そして、シンボル遷移予測部６０が、運転シーンがどの様に遷移するかを予測する際。
自車の加減速行動や停車（待ち行動）の有無を仮定して、運転シーンシンボルがどの様な
シーンに遷移する確率が高いか算出する。これにより、事故に陥るシーンの発生確率を利
用して、自車両の行動の効果を計ることができる。この効果を表示・音等を利用してドラ
イバに実行如何を促す。
【００９６】
　また、上述した右直事故の多くは、相互作用（Influence）の欠如により生じることが
多い。このため、相互作用推定部５０での結果をそのまま運転者に通知することも有効で
ある。
【００９７】
　以上、説明したように、本実施形態の車両用推奨運転操作提示装置によれば、シンボル
遷移予測部６０が、自車両が採りうる行動の候補に対して、シンボル化して記述された運
転シーンがどのように遷移するかを予測する。その際、シンボル遷移予測部６０は、自車
両を含む各交通参加者の状態の変化に基づいて推定された、自車両の行動が交通参加者の
行動に与えるInfluenceを用いて、シンボル化された運転シーンがどのように遷移するか
を予測する。従って、運転シーンの遷移の予測において、大幅に演算量を低減することが
できるとともに、各交通参加者の実際の状態変化に基づいてInfluenceを推定しているた
め、運転シーンの遷移の予測精度も向上することができる。
【符号の説明】
【００９８】
１０　環境情報取得部
２０　交通参加者情報取得部
３０　自車両情報取得部
４０　シンボル化実施部
５０　相互作用推定部
６０　シンボル遷移予測部
７０　推奨操作生成・提示部
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